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文教福祉委員会会議録 

 

令和４年１２月１４日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時２２分閉議（実時間１２８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９０号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１０号（関係分） 

１．議案第１１８号・令和４年度八代市一般会

計補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第９１号・令和４年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第１号 

１．議案第９２号・令和４年度八代市後期高齢

者医療特別会計補正予算・第１号 

１．議案第９３号・令和４年度八代市介護保険

特別会計補正予算・第１号 

１．議案第９６号・令和４年度八代市診療所特

別会計補正予算・第１号 

１．議案第１１７号・八代市立博物館未来の森

ミュージアム条例の一部改正について 

１．所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （市立河俣保育園の民営化の進捗状況につ

いて） 

                               

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  友 枝 和 也 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 
 
 健康福祉部長 
            丸 山 智 子 君 
 （福祉事務所長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            福 本 桂 三 君 
  （ 福 祉 事 務 所 次 長 兼 務 ） 
 

  理事兼健康福祉政策課長 梅 野 展 文 君 

  理事兼生活援護課長 鶴 田 洋 明 君 

  こども未来課長   辻 田 美 樹 君 

  介護保険課長    中 村 光 宏 君 

  理事兼国保ねんきん課長 西 田 裕 一 君 

 教育部長       中   勇 二 君 

  教育部次長     松 川 由 美 君 

  教育施設課長    稲 本 健 一 君 

  教育政策課ＩＣＴ教育推進係長 松 田 昭 男 君 
 
  理事兼博物館 
            松 村 哲 治 君 
  未 来の 森ミ ュー ジア ム副 館 長 
 

                              

○記録担当書記     松 﨑 広 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） それでは、定刻とな

り定足数に達しておりますので、ただいまから

文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。な

お、令和２年７月豪雨に関連する予算、事件、

条例案等につきましては、特別委員会に付託と

なりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１０号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１０号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 



 

－2－

 まず、歳出の第３款・民生費及び第４款・衛

生費について、健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） 皆さん、おはようございます。（｢お

はようございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部

長の丸山です。本日は大変お世話になります。 

 それでは、予算議案として提案いたしており

ます議案第９０号・一般会計補正予算のうち、

第３款・民生費及び第４款・衛生費関係分につ

きまして、福本健康福祉部次長が御説明申し上

げます。 

 また、その後、議案第９１号から９３号及び

議案第９６号の特別会計補正予算につきまして

は、各所管の課長から御説明申し上げますの

で、御審議のほど、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（福

本桂三君） おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の福

本です。よろしくお願いいたします。着座にて

説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（福

本桂三君） 予算書の説明に入ります前に、ま

ず、今回の補正予算における人件費の補正内容

につきまして説明させていただきます。 

 議案書と別に配付しております資料、右肩に

議案第９０号から第９３号関係資料と記載され

ている資料を御覧ください。 

 今回の人件費補正予算の主な要因としまして

は、２点です。人事院勧告に伴う給与改定と人

事異動等に伴う給料、諸手当の増減による影響

です。 

 まず、１点目の人事院勧告に伴う給与改定に

つきましては、給料及び期末勤勉手当ともに３

年ぶりの引上げの実施となっております。 

 給与表につきましては、水準を平均０.２

５％引き上げるものです。これは、若年層を対

象とした引上げ改定となっており、この改定に

よる引上げ対象者は、全会計で３６０名程度と

なっております。また、期末勤勉手当につきま

しては、年間支給月数を４.３か月から４.４か

月へと０.１か月引き上げるものです。 

 次に、２点目の人事異動等に伴う給料、諸手

当の増減につきましては、当初予算にて人件費

を計上するときは、当初予算編成時点の職員を

基に積算しており、翌年４月１日の人事異動に

伴う職員配置の変更により、給料の高い職員と

給料の低い職員とが入れ替わるなどがあります

ので、毎年度１２月に人事異動等に伴う人件費

の補正を行っております。 

 そのほか、育児休業及び退職による影響や、

共済組合負担金の率改定による影響分の補正を

行っております。 

 それでは、健康福祉部所管分の補正予算につ

いて御説明します。 

 議案第９０号・八代市一般会計補正予算・第

１０号を御覧ください。 

 ３ページをお開きください。 

 第１表・歳入歳出予算補正の歳出です。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費に２億３６

６２万３０００円を追加し、補正後の予算額を

１３６億４２３１万円とし、また、項２・児童

福祉費に４６７２万９０００円を追加し、補正

後の予算額を９８億６９５３万１０００円と

し、項３・生活保護費から７６２万４０００円

を減額し、補正後の予算額を３２億５１０万５

０００円としまして、民生費の総額は、３つ上

になりますが、２６７億２０３２万１０００円

としております。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費に補

正額４２４万３０００円を追加し、補正後の予

算額は２４億１１００万１０００円とし、衛生

費の総額は、１つ上になりますが、４５億９０

４８万４０００円としております。 

 続きまして、２２ページの下段の表をお願い
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します。 

 歳出の主な内容を説明します。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費、目１・社

会福祉総務費です。 

 まず、職員１５人分の人件費の補正として１

０５５万１０００円を増加しております。増額

の理由としましては、人事異動や給与改定によ

る影響が主なものです。 

 また、次ページ２３ページ、節２７・繰出金

の２３１０万２０００円の減額は、国民健康保

険特別会計の１５０８万円の減額及び後期高齢

者医療特別会計の７４３万９０００円の増額、

また、介護保険特別会計１５４６万１０００円

の減額の合計額で、それぞれの特別会計の人件

費補正分の繰出金です。 

 前ページ２２ページの下段の表へお戻りくだ

さい。 

 小規模法人のネットワーク化による協働推進

等事業に伴う補助金として、２６８万７０００

円を計上しております。 

 この事業は、４６の事業所が参加する八代圏

域住宅型有料老人ホーム連絡協議会が実施主体

となり、災害時に要援護者となる高齢者生活支

援、また、介護人材の確保・定着といった地域

課題に対して、講演会や研修会等を実施する経

費に対し補助するものです。 

 具体的には、住宅型有料老人ホームにおい

て、災害時事業継続計画の普及及び策定の促進

を目的とした研修会や講演会の実施、また、有

料老人ホームの職員を対象としたスキルアップ

と資格取得を目的とする研修受講を支援しま

す。なお、特定財源として、事業費の全額につ

いて県支出金を予定しております。 

 次ページ２３ページです。 

 地域介護・福祉空間整備等交付金事業です。

補助金として２１１３万１０００円を計上して

います。これは、高齢者施設等の防災・減災対

策を推進することを目的として、民間事業者が

実施する施設のスプリンクラー設備の整備及び

非常用自家発電設備の設置への支援に係る経費

です。 

 スプリンクラー設備を整備する施設は、合同

会社千里プランニングが鏡町で運営する有料老

人ホームせんり鏡、また、非常用自家発電設備

を新設する施設は、社会福祉法人八代愛育会が

古城町で運営する地域密着型特別養護老人ホー

ムキャッスル麦島の２施設です。なお、特定財

源としまして、事業費の全額について国庫支出

金を予定しております。 

 次に、介護基盤緊急整備特別対策事業として

補助金７０７０万円を計上しています。この事

業は、地域の介護拠点となる施設等の整備を図

るため、地域密着型サービス事業所の整備を行

う事業者に対し、整備に要する経費の一部を補

助するもので、今回２つの法人に補助するもの

です。 

 具体的には、ＮＰＯ法人八竜会が坂本町西部

の古田地区で運営するグループホームまどかと

グループホームまどかⅡの２施設が、現在、土

砂災害特別警戒区域等にあるため、施設の安全

確保を目的に大福寺町に移転される予定で、移

転先の施設整備に要する経費の一部として６７

２０万円を補助するものです。 

 また、社会福祉法人川岳福祉会が坂本町で運

営する特別養護老人ホーム坂本の里、一灯苑に

おいて、新型コロナウイルス感染症拡大防止対

策として、面会室の整備に要する経費３５０万

円の補助を予定しております。なお、特定財源

としまして、事業費の全額について県支出金を

予定しております。 

 また、グループホームへの補助額６７２０万

円につきましては、年度内の事業完了が困難で

あるため、翌年度へ繰越明許費として計上して

います。 

 次に、施設開設準備経費助成特別対策事業で

す。 
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 認知症高齢者グループホーム等の介護施設の

開設準備に要する経費の補助として１５１０万

２０００円を計上しています。 

 先ほどの介護基盤緊急整備特別対策事業の補

助対象でもある、ＮＰＯ法人八竜会が大福寺町

に移転整備するグループホームまどかとグルー

プホームまどかⅡの２施設となります。なお、

特定財源としまして、事業費の全額について県

支出金を予定しております。 

 また、年度内の事業完了が困難であるため、

翌年度へ繰越明許費として計上しています。 

 次に、後期高齢者医療広域連合負担金事業と

して負担金７５９５万３０００円を計上してお

ります。これは、令和３年度の熊本県の後期高

齢者医療連合の決算により、療養給付費等が確

定したことに伴い、市の負担割合である１２分

の１の療養給付費負担金が確定し、令和３年度

の負担金納付済額を差し引いた不足額を追加納

付するための負担金です。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業

（生活困窮者自立支援）に伴う生活困窮者自立

支援金として、扶助費１０００万円を計上して

おります。国の新型コロナウイルス感染症対策

事業の一環として、本市におきましても感染症

の影響により生活に困窮する世帯に対し、令和

３年７月から令和４年９月末までを申請期間と

して、生活困窮者自立支援金を支給していたと

ころです。 

 しかし、全国的に感染症による影響が長期化

する中、国が令和４年９月末の申請期限を１２

月末までに延長したことに伴い、本市において

も申請期限を延長して支援金を支給するもので

す。 

 これまでの支給対象世帯数や支給額の実績を

踏まえ、新規申請世帯を１か月当たり１５世帯

と見込んで支給額を算定しております。 

 なお、１０月分と１１月分の新規支給対象世

帯への支給につきましては、既決の予算で対応

させていただいております。 

 支給対象者は、都道府県社会福祉協議会が実

施する総合支援資金及び緊急小口資金の特例貸

付を受けた、または受けている世帯などとなり

ます。 

 また、世帯員の収入や、１００万円を上限と

した金融資産の限度額、公共職業安定所などで

の求職活動等に関する要件もございます。 

 支給額は、一月ごとに、単身世帯は６万円、

２人世帯は８万円、３人以上の世帯は１０万円

で、３か月間支給します。なお、特定財源とし

て全額、国庫支出金を予定しております。 

 次に、目２・老人福祉対策費です。 

 まず、職員７人分の人件費の補正として３３

万４０００円を増額しております。増額の理由

としましては、人事異動や給与改定による影響

が主なものです。 

 次に、高齢者施設等物価高騰対策支援金支給

事業（重点交付金）に伴う補助金として、４５

０７万５０００円を計上しています。この事業

は、光熱水費や食糧費、燃料費等の物価が高騰

する中において、安定した事業運営を維持でき

るよう、高齢者施設等を支援するものです。 

 対象施設としましては、介護施設及び介護事

業所並びに養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホームなどの老人福祉法に規定する施

設で、対象期間は令和４年４月から１２月まで

の９か月間としています。 

 また、支援金の額は、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、短期入所生活介護などの入所

系サービス、通所介護、通所リハビリテーショ

ンなどの通所系サービス、訪問介護、訪問看

護、居宅介護支援などの訪問系サービスに分類

し、対象サービスの種別及び施設規模に応じて

段階的に設定しています。 

 具体的な支援額は、入所系サービスが８万円

から９１万円、入所サービスのうち、有料老人

ホームが４万円から４５万５０００円、通所系
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サービスが５万５０００円から１１万５０００

円、訪問系サービスに４万円を支給予定として

おります。 

 対象の事業所数は、入所系サービス１１５施

設、通所系サービス１０６施設、訪問系サービ

ス３３５施設の計５５６施設を見込んでおりま

す。特定財源としまして、事業費の全額につい

て国庫支出金を予定しております。 

 次に、目４・障がい者福祉対策費です。 

 まず、職員２３人分の人件費の補正として１

４７万６０００円を減額しております。減額の

理由としましては、人事異動等に伴う給料や共

済組合負担金率改定による減額等が、給与改定

等に伴う増額よりも大きいことによるもので

す。 

 次に、障害福祉サービス等事業所物価高騰対

策支援金支給事業（重点交付金）に伴う補助金

として１０１１万５０００円を計上していま

す。この事業は、先ほどの高齢者施設等物価高

騰対策支援金支給事業（重点交付金）と同様

に、光熱水費や食糧費、燃料費等の物価が高騰

する中で、安定した事業運営を維持できるよ

う、障害福祉サービス事業所等を支援するもの

です。 

 対象施設としましては、入所施設、グループ

ホーム、就労施設、相談支援事業所など、障が

い者総合支援法、及び障がい児通所支援の児童

福祉法に係る施設で、対象期間は令和４年４月

から１２月までの９か月間としています。 

 また、支援金の額は、入所施設、グループホ

ームなどの入所系サービス、就労施設、児童発

達支援事業所などの通所系サービス、訪問介護

や相談支援事業所などの訪問系サービスに分類

し、対象サービスの種別及び施設規模に応じて

段階的に設定しています。 

 具体的な支援額は、入所系サービスが８万円

から４９万５０００円、通所系サービスが５万

５０００円から１１万５０００円、訪問系サー

ビスに４万円を支給予定としております。 

 対象の事業所数は、入所系サービス３９施

設、通所系サービス９２施設、訪問系サービス

１７施設の計１４８施設を見込んでいます。な

お、特定財源としまして、事業費の全額につい

て国庫支出金を予定しております。 

 次に、目５・国民年金費です。 

 職員５人分の人件費の補正として４４万７０

００円を減額しております。減額の理由としま

しては、人事異動等に伴う給与や共済組合負担

金率改定による減額が、給与改定等に伴う増額

よりも大きいことによるものです。 

 次に、２４ページの上段の表です。 

 款３・民生費、項２・児童福祉費、目１・児

童福祉総務費です。 

 まず、職員２２人分の人件費の補正として１

５８８万８０００円を増額しております。増額

の理由としましては、人事異動や給与改定によ

る影響が主なものでございます。 

 次に、放課後児童クラブ等物価高騰対策支援

金支給事業（重点交付金）に伴う補助金とし

て、１７８万７０００円を計上しています。こ

の事業は、電力・ガス等の光熱水費が高騰する

中で、安定した事業運営を維持できるよう、放

課後児童クラブや子育て支援センターを支援す

るものです。 

 対象施設としましては、市内の放課後児童ク

ラブ３４クラブ、また、私立の子育て支援セン

ター５施設です。 

 放課後児童クラブの支援額は、利用者数に応

じて１万５７５０円から９万４５００円まで、

段階的に設定しています。また、子育て支援セ

ンターへの支援額は、１施設当たり２万２５０

円を設定しています。なお、特定財源として、

事業費の全額について国庫支出金を予定してい

ます。 

 次に、目３・保育所費です。 

 まず、職員９０人分の人件費の補正として１
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３０３万４０００円を増額しております。増額

の理由としましては、人事異動等や給与改定に

よる影響が主なものでございます。 

 次に、保育所等物価高騰対策支援金支給事業

（重点交付金）に伴う補助金として１１７２万

を計上しています。この事業は、電力・ガス等

の光熱水費が高騰する中で、安定した事業運営

が維持できるよう、保育所など子育てを担う事

業者を支援するものです。 

 対象施設としましては、私立保育所、私立幼

稚園、私立認定こども園などです。 

 また、支援額は、定員数に応じて、４万５０

００円から２７万円と段階的に設定していま

す。 

 対象施設数は、私立保育所４２園、私立幼稚

園２園、私立認定こども園５園、地域型保育事

業所３園などを見込んでいます。なお、給食の

食材費の値上がりによる保育所などへの支援に

つきましては、６月補正予算で対応しておりま

す。特定財源として、事業費の全額について県

支出金及び国庫支出金を予定しています。 

 次に、公立保育所運営事業に工事請負費４３

０万円を計上しています。この事業は、現在公

立で運営している河俣保育園を、令和５年４月

から東陽まちづくり協議会へ運営主体を移管す

るに当たり、移管後も引き続き適切な保育園運

営が継続できるよう、設備等を改修するもので

す。 

 河俣保育園の園舎は、平成８年度の建設から

２５年が経過しており、遊戯室の空調設備をは

じめ、非常用照明灯の更新、調理室床シートの

張替えなどの工事を実施し、保育環境の整備を

図るものです。 

 次に、下段の表、款３・民生費、項３・生活

保護費、目１・生活保護総務費です。 

 まず、職員２７人分の人件費の補正として９

０７万６０００円を減額しております。減額の

理由としましては、人事異動等に伴う給料や共

済組合負担金率改定による減額が、給与改定等

に伴う増額よりも大きいことによるものです。 

 次に、生活保護事業に委託料１４５万２００

０円を計上しています。生活保護受給者がより

よい医療サービスを受けられること、医療扶助

制度の適正かつ効率的な運営を促進することな

どを目的として、令和６年３月からマイナンバ

ーカードを利用した医療扶助のオンライン資格

確認が実施されます。これに伴い、生活保護基

幹業務システム改修と、レセプト管理システム

改修を行うものです。なお、特定財源として、

事業費の全額について国庫支出金を予定してい

ます。 

 次に、２５ページの上段の表です。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目１・保

健衛生総務費です。 

 まず、職員３７人分の人件費の補正として２

８１万円を増額しております。増額の理由とし

ましては、人事異動等や給与改定による影響が

主なものです。 

 次に、千丁健康温泉センター管理運営事業に

修繕料７４万１０００円を計上しています。こ

れは、千丁健康温泉センターにおいて、源泉の

流量を自動で調整するためのモーターバルブが

老朽化により故障し、適切な施設管理ができな

いことから、モーターバルブを取り替えるため

の修繕を行うものです。 

 以上が健康福祉部所管の補正予算の説明とな

ります。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 小規模法人のネット

ワーク化によるということで２６８万７０００

円ついていますけど、この目的の一つでスキル

アップと資格取得というふうになっています。

どういう資格を取られるのかなというのが、目

的とされているのかなということと、あと、新

型コロナウイルスの感染対策事業で生活困窮者
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に対しての追加ということで、世帯がどのくら

いの数、総数がどのくらいになるのかというこ

と、あと、生活保護事業でシステム改修に要す

るということなんですけど、説明でマイナンバ

ーカードに連携したというふうになってるけど

も、これは保健情報も一緒に併せたマイナンバ

ーにということなんでしょうか。以上３点、ま

ずお願いします。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 皆

さん、おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）健康福祉政策課の梅野

でございます。よろしくお願いいたします。 

 今、橋本委員にお尋ねいただきました小規模

法人のネットワーク化による協働推進等事業に

係りますスキルアップの資格等の内容というこ

とでございます。 

 内容につきましては、今回の場合は介護福祉

士の実務者研修を受講されるというところで、

計画をされているというふうに伺っているとこ

ろでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○理事兼生活援護課長（鶴田洋明君） おはよ

うございます。生活援護課の鶴田です。よろし

くお願いいたします。 

 まず、１点目の新型コロナウイルス感染症に

伴う生活困窮者自立支援金について、対象者と

いうことでございますが、これは令和３年７月

から開始されておりまして、今年の１１月末時

点の累計で９２６人でございます。 

 それから、すいません、生活保護事業のオン

ライン資格確認に伴うシステム改修の件でござ

いますけども、もう既に健康保健証のほうはそ

のオンラインシステムができておりまして、今

回予算として計上いたしましたのは、生活保護

を受けていらっしゃる方につきましては健康保

険証がございません。受診される都度に、援護

課のほうに、担当のほうに申請していただい

て、その都度、医療券というのをですね、ペー

パーなんですけど、その受診された医療機関に

こちらから送付するという形を取っておりまし

た。今回、マイナンバーを活用して、医療機関

の窓口で資格確認を行うというシステムを目指

すために、生活保護の関係のシステムを改修す

るというものでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（橋本徳一郎君） ありがとうございま

す。マイナンバーの医療保険のということであ

ると、マイナンバーに関しては医療保険の情報

が乗っかってくるということになるんですか。 

○理事兼生活援護課長（鶴田洋明君） そうい

うことでございます。ですから、マイナンバー

カードを医療機関の窓口に提出しますと、それ

でその方が生活保護を受けていらっしゃる方と

いうのが確認できるということでございますの

で、資格があるかないかということで後々の過

誤調整とかの手間が、負担が減るということで

ございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（橋本徳一郎君） もう１件。同じとこ

ろでですね、医療券については、医療機関とし

ては、毎回というか６か月ごとに医療券を、医

療要否意見書を書いて提出するということなん

ですけど、利用者のほうでということになる

と、そのデータに書き込み、カードに書き込み

が必要になるかなというふうには思うんですけ

ど、それは医療機関が変わるごとにその窓口で

書換えが必要になるのかなという気はするんで

すけど、その辺の運用はどうなっているんでし

ょうか。 

○理事兼生活援護課長（鶴田洋明君） 生活保

護受給者の方につきましては、要否意見書とい

うのを医療機関の主治医の方に書いていただく

というシステムにつきましては従来どおりでご

ざいます。あくまでも生活保護を受けていらっ

しゃるか否かの資格確認のみを、マイナンバー

を活用して行うということでございます。 
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 以上、お答えといたします。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 今の橋本委員の質問に

関連する部分なんですけども、小規模法人ネッ

トワーク化による協働推進等事業のところで、

地域課題に対して実施するという説明があった

と思うんですけど、地域課題という部分に対し

てはどのような認識を行政のほうではお持ちで

しょうか。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 今

の委員の御質問にお答えいたします。 

 地域課題ということでございますが、地域の

課題といいますか、今、現段階でこの社会福祉

事業所のほうでの課題といたしましては、無資

格でありますとか初任者研修の取得が多くて、

スキルアップを図りたいと常々思っていらっし

ゃいますが、職員不足から研修になかなか参加

することができないと。資格の取得のためには

費用もかかり困惑しているということで、今言

った介護職員自身がこういった自覚をして、高

いスキルを持つことで、前向きに取り組むよう

になることができるようになるというところを

目指しておられるということで、課題といたし

ましては、スキルアップがまだ通常足りていな

いのではないかというふうに考えておられると

いうふうに伺っているところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 公立保育所運営事業

で、令和５年４月からの民営化ということなん

ですけど、現在の進捗って、教えてもらってい

いですか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） おはようご

ざいます。こども未来課、辻田です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 河俣保育園の民営化の状況につきましては、

今日の、本日の文教福祉委員会の 後の所管事

務調査のほうで詳しくお伝えをしようと思って

いるところでございます。９月に御報告した後

の経過について、そちらのほうで説明させてい

ただければと思いますが、よろしいでしょう

か。 

○委員長（中村和美君） 後ほど。 

 どうぞ。 

○委員（中山諭扶哉君） そしたら、何点か。

まず、責任者はどなたになられる予定なんです

かね。代表者。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 東陽まちづ

くり協議会の後村会長が代表となられる予定で

す。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

す。そのときの経営資金など、そこら辺の体力

についての問題はありませんか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 経営体力の

面につきましては、選定委員会を開かせていた

だきまして、そちらに経営の識見をお持ちの税

理士の先生に委員に入っていただきまして、会

計の書類を見ていただきました。そちらのほう

で問題ないだろうということで御意見をいただ

いております。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

す。もう一つ、組織の責任体制、恐らく事故と

か不祥事があった場合に、法的責任が問われる

場合があります。その場合の責任体制はどちら

になりますか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） そちらは、

まちづくり協議会のほうに運営主体が移ります

ので、そのようになります。 

○委員（中山諭扶哉君） 分かりました。あり

がとうございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） すいません、地域介

護・福祉空間整備等交付金事業なんですけど、

スプリンクラーの整備とかというのは、これ、

義務づけされとっとですかね。ちょっとすいま
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せん、制度の部分について疎いものですからそ

の辺りを教えていただきたいのと、もしこれが

義務とかであった場合に、八代市圏域になるん

でしょうか。この辺りの進捗率というのがもし

分かれば教えていただければと思います。 

○介護保険課長（中村光宏君） 皆さん、おは

ようございます。介護保険課の中村と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 スプリンクラーの設置の法令ということです

けれども、消防法の施行令のほうで一応定めて

ありまして、要介護３以上の介護施設について

は、要介護３以上の入所者の方が半数以上入ら

れている場合は、スプリンクラーの設置義務が

あるというふうな内容になっております。 

 それからもう１点、市内の介護施設のほうで

スプリンクラーの設置がどれくらいされている

かということですけれども、そこのですね、数

の把握についてはですね、ちょっと私どものほ

うでは把握はしてないという状況なんですけれ

ども、一応、八代広域消防事務組合のほうでそ

の辺りの管理はされておりまして、現段階で法

令の設置義務を満たしてない施設というのはな

いというふうに聞いております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 要介護３以上の方が定

員の半数以上という対象施設は把握されていま

せんか。この整備で１００％になるということ

なのでしょうか。 

○介護保険課長（中村光宏君） 要介護３以上

の入所者の方が半数以上の施設の数について

も、ちょっと私どもでは現在把握はしておりま

せん。 

 ただ、先ほど申し上げましたとおり、基準に

違反したところはないということで、今回予算

のほうに上げております施設については、入所

者のほうが半数を超えたということで整備をさ

れるということになります。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

○委員（大倉裕一君） 同じような質問になる

んですけど、介護基盤緊急整備特別対策事業

で、地域密着型の整備については前回９月でも

補正が上がったんではないかなというふうに思

ってるんですけど、この辺りの地域密着型とい

うのは八代でどんどん増えていくということな

んでしょうか、それとも頭打ちがあってという

ような、そういった進め方になるのか、その辺

を少し御説明いただければと思います。 

○介護保険課長（中村光宏君） 地域密着型の

整備につきましては、３年ごとに介護保険事業

計画のほうでですね、整備箇所数のほうを検討

して決定するような形になりますので、その計

画のですね、策定の中で数のほうが決まってい

くような形になると思います。 

○委員（大倉裕一君） 現在の整備状況として

は、どういった状況になっているんでしょう

か。地域密着型がどれだけ必要とされていて、

これだけ八代市としては整っております、まだ

これだけが未整備ですというようなところがあ

るんじゃないかなというふうに思うんですけ

ど。 

○介護保険課長（中村光宏君） 地域密着型施

設の整備につきましてはですね、現段階ではで

すね、まだまだ十分市内では足りてないという

ふうな状況にはなっているかと思いますので、

今後ですね、地域密着型の施設については、ニ

ーズ等も見ながらですね、徐々に増やしていく

ような形になっていくかなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。 

○委員（大倉裕一君） 今回、原油価格高騰で

運営費、電気・ガス代の補助ということで、補

助していただくことに対しては施設側としては
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物すごく助かるというふうに思うんですけど、

今回いろんな福祉施設に対して補助を出してあ

るんですけど、今回の補助で、その電気代高騰

の何％ぐらいを補助しようというふうな思いに

なられているんですかね。 

○介護保険課長（中村光宏君） 今回の物価高

騰対策につきましては、熊本県のほうが実際に

介護施設ですとか障害者の施設等にも実施をさ

れる予定にはなっています。 

 熊本県のほうで、施設等のサンプル調査のほ

うをされて、影響額等を出されておりますけれ

ども、熊本県と本市含めてですね、その影響額

の大体４分の３を援助するという形で制度設計

になっております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。ほ

かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないですね。なけれ

ば、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほど質問した生活

保護のオンラインシステムなんですけども、こ

れに関しては、医療機関に対してもそうです

し、利用者側のほうでも簡便な運用をいろいろ

検討していただきたい、国が定める制度ではあ

るとは思うんですが、できるだけ簡便な運用を

考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 先ほどの物価高騰の件

で、少子化支援というところで、放課後児童ク

ラブとか、これらについては、この前の一般質

問でもこの４分の３についての全額、八代市が

負担ということで、今後いろんな県の出す部分

と、それから市が独自に進めておる部分という

のは、今回のケースみたいに、ぜひ八代市独自

でそういう支援をしていただくように極力お願

いしたいと思います。 

 それと、先ほどの公立保育園の運営事業とい

うことで、今回、この前も説明あったんです

が、県下でも恐らく九州でも初めてのケースと

いうような民営化になるわけですが、やはり運

営に当たってはしっかり、ここ、民営化されて

二、三年というのが非常に重要な期間かなと思

いますので、ぜひその辺についてはしっかりフ

ォローしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） まず、福祉施設の消防

設備等の部分ですけども、確かに消防のほうの

管理部分が強いかというふうには思うんです

が、やはり、市民の方が入所される施設という

こともありますので、担当課のほうでもです

ね、その数値の共有という部分はぜひともお願

いしておきたいという部分になります。 

 それから、コロナ感染症対策事業で、生活困

窮者自立支援金ということが令和３年７月から

進められておりますけども、こちらのほうも、

支援金頼りになるような生活にならないよう

に、できるだけ就労に結びつけていただくよう

な支援も含めてお願いをしたいというふうに思

います。 

 それから、物価高騰の部分については、施設

としては物すごく助かられる内容になっている

というふうに思いますので、この点については

評価をしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で、

第３款・民生費及び第４款・衛生費について終

了します。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午前１０時４９分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、第９款・教育費について教育部から説

明を願います。 

○教育部長（中 勇二君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）教育部でございます。本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議案第９０号・令和４年度八代市

一般会計補正予算・第１０号中、当部所管分に

ついて、教育部次長の松川から御説明申し上げ

ますので、御審議方よろしくお願いいたしま

す。 

○教育部次長（松川由美君） 皆様、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）教育部次長の松川でございます。よろ

しくお願いいたします。それでは、着座にて御

説明させていただきます。 

 議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１０号中、教育部所管分について説

明いたします。 

 今回の補正予算には人件費補正が含まれてお

りますが、概要につきましては、先ほど健康福

祉部のほうで説明があっておりますので、ここ

では省略させていただきまして、早速予算書に

沿った説明に入らせていただきます。 

 それでは、予算書の１３ページをお願いいた

します。 

 歳出の第９款・教育費に２億３８２１万５０

００円を追加し、補正後の額を４７億７４７２

万９０００円とするものでございます。 

 なお、補正額中、教育部が所管いたします金

額は、本来ですと２億４１１０万４０００円で

ございます。補正額との差額が２８８万９００

０円多くなっておりますのは、その分、経済文

化交流部所管分で減額となっているためでござ

います。 

 それでは、歳出の具体的内容につきまして御

説明いたします。 

 予算書３１ページをお願いします。一番下の

表になります。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目２・事

務局費では、教育長及び教育部職員の計５３人

分の人件費として、２７６９万８０００円を増

額しております。増額理由といたしましては、

当初、職員数４７人で見込んでおりましたが、

今年度、教育政策課にＩＣＴ教育推進係を設置

したこと等により、当初より６人の人員増とな

りました。育休等により減額となるものもあり

ましたけれども、人員増による影響額が大きく

なりましたことから、増額となっております。 

 次に、一枚おめくりいただいて、３２ページ

をお願いいたします。 

 目３・教育サポートセンター費では、職員３

人分の人件費補正として８万８０００円を増額

しております。増額理由といたしましては、人

事異動による減額よりも、給与改定による手当

等及び共済費による増の影響額のほうが大きく

なったことによるものでございます。 

 項２・小学校費、目１・学校管理費では、ま

ず、小学校管理運営事業として３７５６万５０

００円を計上しております。これは、燃料価格

高騰に伴います市立小学校の電気料でございま

して、燃料価格高騰に伴い不足が見込まれる額

について補正をお願いするものでございます。 

 その下、小学校施設整備事業として３２９０

万円を計上しております。 

 現在、国の施策により小学校クラスの３５人

学級への移行が進められておりますが、令和６

年度に八千把小学校の普通教室の不足が生じる

ことから、現在の多目的室等を普通教室に改修

するものでございます。 

 当初、来年度実施を予定しておりましたが、

国の交付金活用が可能となったことから、今

回、前倒しして事業を実施することといたしま

した。 
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 今回、事業の前倒しにより、年度内に入札・

契約手続を行い、事業は来年度までの繰越し事

業とし、令和５年１０月を完了予定といたして

おります。今年度中に事業に着手できますこと

から、結果、施工業者は十分な準備期間、施工

期間が確保できまして、解体など騒音が発生す

る工事については夏季休業期間に実施するな

ど、学校生活に配慮したスケジュール設定が可

能となるというメリットも出てまいります。 

 財源といたしましては、国庫支出金で、学校

施設環境改善交付金（大規模改造（教育内

容））から５９９万３０００円、地方債２５５

０万円は、合併特例債を充てることといたして

おります。 

 その下、目３・学校建設費では、小学校施設

トイレ改修事業といたしまして、５５１０万円

を計上いたしております。これにつきまして

も、来年度実施を予定しておりましたが、先ほ

どの普通教室の改修工事同様、国の交付金活用

が可能となったことから、今回前倒して事業を

実施するものでございます。 

 改修場所は、八千把小学校北側校舎で、便器

の洋式化、給排水管及び内装の改修を予定して

おります。 

 本件につきましても、事業の前倒しにより、

年度内に入札・契約手続を行い、事業は来年度

までの繰越し事業とし、令和５年１１月を完了

予定といたしております。今年度中に事業に着

手できることから、学校生活に配慮したスケジ

ュール設定が可能となります。 

 財源といたしましては、国庫支出金で、学校

施設環境改善交付金（大規模改造（トイレ））

から１２４２万５０００円、地方債４２６０万

円は、防災・減災・国土強靱化事業債を充てる

こととしております。 

 次に、３３ページをお願いします。 

 項３・中学校費、目１・学校管理費では、ま

ず、中学校管理運営事業といたしまして２０５

４万８０００円を計上しております。これは、

燃料価格高騰に伴います、市立中学校で不足が

見込まれる電気料でございます。 

 その下、中学校施設整備事業として４６７０

万円を計上しております。これは、日奈久小・

中学校共同の受水槽が設置後４４年を経過して

いること、また、日奈久中学校は避難所に指定

されていることから、日奈久中学校用に新たに

設置するものでございます。ライフラインの確

保として、来年度整備を予定していたところで

ございますが、こちらも国の交付金活用が可能

となったことから、今回前倒しして整備するも

のでございます。 

 財源といたしましては、国庫支出金で、学校

施設環境改善交付金（防災機能強化）から１４

４３万４０００円、地方債３２２０万円は、防

災・減災・国土強靱化事業債を充てることとし

ております。 

 なお、本事業も完了時期を令和５年９月に予

定しておりますことから、繰越しを予定いたし

ております。 

 次、項４・特別支援学校費、目１・学校管理

費では、特別支援学校管理運営事業として２１

０万９０００円を計上しております。これは、

燃料価格高騰に伴います、八代支援学校で不足

が見込まれます電気料でございます。 

 項５・幼稚園費、目１・幼稚園費では、ま

ず、職員２７人分の人件費補正として８３０万

５０００円を増額しております。増額理由とい

たしましては、職員数が１名増となったこと

や、給与改定による増額が育休・休職による不

用額より大きくなったことによるものでござい

ます。 

 また、幼稚園管理運営事業では４６万６００

０円を計上しております。これは、燃料価格高

騰に伴います、市立幼稚園で不足が見込まれま

す電気料でございます。 

 次に、３４ページをお願いします。 
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 項６・学校給食費、目１・学校給食費では、

まず、職員８人分の人件費補正として８２万９

０００円を増額しております。増額理由といた

しましては、人事異動及び給与改定による増が

主なものでございます。 

 次に、その下、学校給食施設管理運営事業、

給食センター分として６６０万２０００円を計

上しております。これは、燃料価格高騰に伴い

ます、給食センター５施設分で不足が見込まれ

る電気料でございます。 

 続きまして、項７・社会教育費、目１・社会

教育総務費では、職員９人分の人件費補正とし

て５５万３０００円を増額しております。増額

理由としましては、人事異動により職員１名増

となったことや、給与改定による増が共済負担

金率改定による減額よりも大きくなったことに

よるものでございます。 

 次、目２・公民館費では、まず、職員９人分

の人件費補正として９５万９０００円を減額し

ております。これは人事異動により職員が１名

減となったことや、共済負担金率改定による減

額が給与改定による増額より大きくなったこと

によるものでございます。 

 次に、その下、公民館管理運営事業として３

７９万１０００円を計上しております。これ

は、燃料価格高騰に伴います、八代市公民館で

不足が見込まれる電気料でございます。 

 次に、目を１つ飛ばしまして、次、目５・博

物館費でございます。まず、人件費補正として

職員１１人分３４４万８０００円を減額してお

ります。これは、人事異動等や共済負担金率改

定による減額及び休職による不用額が給与改定

による増額より大きいことによるものでござい

ます。 

 次に、その下、博物館管理運営一般事務事業

で２２５万７０００円を計上いたしておりま

す。これは、燃料価格高騰に伴います、博物館

で不足が見込まれます電気料金でございます。 

 以上が教育部所管の補正予算・第１０号の内

容でございます。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 小学校施設整備で八千

把小学校の教室が足らないので整備をするとい

うことの説明ですけども、内容的には教室が足

らなくなることで整備をするということを理解

したいというふうに思っておりますが、実際こ

の多目的室を改修するには──普通教室にする

にはどういう工事が必要になるんですかね。 

○教育施設課長（稲本健一君） 教育施設課の

稲本といいます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 委員御質問の３５人学級についての八千把小

学校の工事内容というところでよろしいでしょ

うか。 

 工事内容につきましては、多目的教室があり

ます。多目的教室がありまして、その部屋が２

教室分のスペースがありましたので、その部分

で２教室を、多目的教室を２つに割ることによ

って教室という形で使用ができるようになって

います。 

 それでは、多目的教室が実際いらないのかと

いうところであると思うんですけど、前々か

ら、視聴覚室とかというところが、文部科学省

の言い方が多目的室とかいう言い方もありまし

たので、今、多目的に使えるんですけれども、

必要が全くないかというとあれですけど、普通

教室として使用できる、転用できるという多目

的教室がありましたので、転用させていただく

というところで今計画を進めているところで

す。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） 施工内容も。 

○教育施設課長（稲本健一君） すいません、

施工内容についてなんですけども、まず既存の
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床、それとあと間仕切り壁を設置します。それ

と、あと天井の撤去を行いまして、天井のほう

にはＬＥＤのほうを、照明のほう設置するよう

にしております。 

 それと、廊下と教室のところがどうしてもオ

ープンスペースになっているものですから、廊

下のところにも間仕切り壁を設置するようにし

ております。壁の一部取替えと、あと、かばん

棚と黒板の新設というような工事内容になって

います。あと、エアコン設置のほうも必要にな

ってきております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） 今の再確認的なところ

になっとですけど、多目的室を２つに割って１

つのほうだけを普通教室にされるということで

理解してよろしいですか。 

 全体的に、不足する教室というのは、１つ整

備すれば全てを賄えるということになるんでし

ょうか。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問の

不足教室というところで、まず、令和６年度に

１教室不足するというとこで見込まれていま

す。ですが、実際特別支援学級等の学級数も増

加しているというところがあるものですから、

それも見込みまして、２教室分の整備を、多目

的教室を２つに割ることによって普通教室を２

教室準備するというような整備の内容になって

おります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） 次長の説明で、繰越し

にして、入札は先にして、年度当初から着手で

きるというようなことの説明もあって、工事の

騒音とかする分、夏休みも対応できますよとい

うことだったんですが、実際、どれぐらいの工

期がこの工事で必要なのかということですね。

長く長く工期を取ることによって、その分工事

費がやっぱり膨らむというふうに思うんですけ

ど、できるだけ夏休みを利用して工事を短期間

に集中させたほうが工事費は安くつくというふ

うに思うんですけど、その辺りはどのような考

えと、実際の所要工期という部分を考えていら

っしゃるのかということをお聞かせいただきた

い。 

○教育施設課長（稲本健一君） 工期なんです

けれども、実際の工期としましては、大体、夏

季休暇中の夏休みにできるようになると思いま

す。大体２か月あれば十分ですけど、今、物の

物価の高騰等もあるものですから、事前に物を

確保する、安いうちに確保するというところで

業者のほうも有利に働くと思います。 

 それと、あともう一つ、その工期自体は費用

がかかるのではないかというお話があったと思

うんですが、工期を延ばすことによってなんで

すけど、準備期間というところでその分の費用

については省かせていただいての発注をさせて

いただいて、実際の本当の夏休みに入るような

手続での費用の算定を行いたいというところで

今計画しております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

○委員（橋本幸一君） 先ほどの関連ですが、

多目的教室が廃止されるということになれば、

これまで果たしてきたその役割というのは、ち

ゃんと代替できるようなスペースというのはほ

かのところで確保できているんですか。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問

の、先ほど多目的室の役割というところで、ほ

かに果たせるところがあるかというところなん

ですけども、例えば今までパソコン教室という

ところがありました。パソコンってタブレット

になりましたので、パソコン教室というところ

が空いてきている実情もあります。そういうと

ころを多目的とかいうところでの使用を行った

りとかいうとこを今検討しているところです。 

 あと、またほかにもスペース的にはあるんで
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すけど、ただ、教室に改修するのが不向きとい

うところがありましたので、今回多目的室のほ

うを改修することで２教室を準備しまして、あ

と、ほかの空いている特別教室等とかがあると

ころで、そういうところで多目的に使えるよう

な内容になっております。 

 以上、お答えとさせていきます。 

○委員（橋本幸一君） 今回については１校な

んですが、それぞれの学校でこれからも３５人

というクラスになってくれば、生徒数の動態と

いうのは大体つかんでおられるって思うんです

ね。やっぱりこのようなケースがほかの学校で

もあり得るんですか。結局、教室が足らなくな

るというような状態になるという予測は。 

○教育部次長（松川由美君） ただいまの御質

問ですけれども、令和３年度にですね、１回シ

ミュレーションをしております。今回、八千把

小学校ですけれども、今後、増加する可能性が

あるのがあと４校ほど、その時点では考えられ

るなという学校がございました。具体的には、

代陽小、太田郷小、松高小、植柳小あたりが。

今、実際、国のほうで３５人学級となっており

ますのが、今年度が小学３年生まで、１、２、

３が３５人学級になっております。それと、熊

本県が中学１年生を独自でしておりますので、

令和７年度までに、あと４、５、６を３５人学

級にするというのが国のほうの計画で予定をさ

れているというところでございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） それぞれその学校ごと

に教室をどうするかというのは、もうほぼ計画

が立てられておるということで理解してよろし

いんですか。 

○教育部長（中 勇二君） 今先ほど言いまし

た学校、シミュレーションではクラスが増える

ということで、クラスが増えることイコール教

室が足りないじゃないもんですから、今、余裕

教室がたくさんある学校は吸収することができ

ますので、そのシミュレーションを行った上で

足りなくなるというのが八千把小だったという

ことで八千把小の整備をしていただきます。八

千把小もシミュレーションでは５か６ぐらいク

ラスが増えるんじゃないかということなんです

けども、ほかの部屋のやりくりをすることで、

実際に工事をして増設しないといけないのは２

つで済んだということです。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 併せてトイレの改修も

されるということですが、この前の決算委員会

の中で、非常に八代は普及率が低いということ

で、この改修によって普及率はどのように変わ

りますか。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問の

今回のトイレの洋式化の話なんですけども、八

千把小学校で今回補正で要求させていただいて

いる分で、洋便器の設置数が２１基予定してお

ります。パーセントでは１％増加します。 

 もう一つ、今工事中なんですけども、植柳小

学校と第１中学校の整備のほうを行っておりま

す。洋便器の設置数なんですけども９０基、パ

ーセントでは６.３％の増加予定としておりま

す。本年度末で４７.４％になっております。

（｢４７.４％ですね」と呼ぶ者あり）はい、令

和４年度末です。ただ、八千把小学校について

は、１％増える分につきましては、工事自体が

令和５年度に行うものですから、実際令和５年

度末に１％増加するということになります。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 県の平均と、八代は今

どのくらい近づいたんですか。 

○教育施設課長（稲本健一君） すいません、

お答えさせていただきます。 

 令和２年の９月１日現在なんですけれども、

八代市では４１％でした。全国平均では５７％

と、県平均では４８.４％というところの結果

になっております。 
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 それと今回、八千把小学校で行うことで１％

増加というところになります。 

○委員（橋本幸一君） 植柳は入るとでしょ

う、これ。 

○教育施設課長（稲本健一君） 植柳も入りま

して、（委員橋本幸一君「４８ぐらいになると

ですか。県と一緒」と呼ぶ）４８.４％になる

見込みです。ですが、令和２年度の先ほどのデ

ータですので、ほかの自治体についてはまだ上

昇していると思います。 

○委員（橋本幸一君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 関連してというか、

似たような施設になるんですけど、トイレに一

緒に手洗い水栓とかがあると思うんですけど、

この水栓の数を増やすとかいうのは計画はされ

てないですか。これは別の問題ですね。トイレ

の中ですね。 

○教育施設課長（稲本健一君） 委員御質問の

手洗いの数なんですけども、現況に、ある程

度、学校とまず協議を行いまして、手洗いの個

数のほうを設置しております。大まかに基準と

いうのが、トイレメーカーの基準にはなるんで

すけども、そういうなのを参考にさせていただ

いて、あと学校と共有させていただいて、戸数

の決定を行っているところです。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほどちょっと聞い

た手洗いの数ですね、まだ感染予防とかいろい

ろ必要になってきますので、現場としては手を

洗う場所が少ないという、蛇口が少ないという

話も聞いています。こういうのも含めて、ぜひ

設備の増設なども考えていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１０号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１８号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１１号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１１８

号・令和４年度八代市一般会計補正予算・第１

１号中、第９款・教育費について教育部から説

明願います。 

○教育部長（中 勇二君） それでは、続きま

して、議案第１１８号・令和４年度八代市一般

会計補正予算・第１１号中、教育部所管分につ

いて、引き続き松川次長から説明をいたしま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○教育部次長（松川由美君） それでは、引き

続きまして、議案第１１８号について御説明さ

せていただきます。 

 予算書のほう、８ページをお願いいたしま

す。 

 歳出の第９款・教育費の補正額の欄になりま

す。５３４万３０００円を追加し、補正後の

額、一番右側になりますけれども、４７億８０

０７万２０００円といたしております。 

 それでは、歳出の具体的内容について説明を

いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 款９・教育費、項５・幼稚園費、目１・幼稚
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園費でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業（幼稚園

端末整備）として、５３４万３０００円を計上

いたしております。 

 本市のＩＣＴ教育の環境整備につきまして

は、国のＧＩＧＡスクール構想もあり、これま

で小・中・特別支援学校におけるＩＣＴ教育の

環境整備を進めてまいりました。現在コロナ対

策として、オンライン授業などにタブレットパ

ソコン等を活用しているところです。 

 その一方、幼稚園については整備対象施設に

しておらず、遊戯室などに設置してある既存の

大型モニターを使用した教材視聴程度にとどま

っている現状でございます。また、事務の負担

軽減につきましては、令和２年度から小・中・

支援学校において、また、本年度から本市内保

育園におきましても校務・園務支援システムが

導入されたこともあり、幼稚園にも同様の整備

をお願いしたいと現場からの要望がより強くな

っていたところでございます。 

 そのような中、県の補助事業活用が可能とな

りましたことから、当初、来年度を予定してい

ました事業を、今回前倒して整備することとし

た次第です。 

 補正の内容といたしましては、公立幼稚園の

教諭用タブレット１人１台の計２４台及びアク

セスポイント３０台を購入予定でございます。 

 なお、本補助事業では、通信環境整備は大規

模な施設の改修工事は伴わないこととされてお

ります。今回の整備により、一定のＷｉ－Ｆｉ

環境は確保されますが、より安定したＷｉ－Ｆ

ｉ環境を確保するため、来年度、改めて補助事

業を活用して配線工事等を実施する予定でござ

います。 

 今回の公立幼稚園のＩＣＴ機器整備により、

教諭ごとにＩＣＴ教育を活用した幼稚園教育が

可能となりますので、分散した授業を行うなど

コロナ感染リスクの軽減を図るとともに、教育

の質の向上につながるものと考えます。 

 また、園務支援につきましては、幼稚園教諭

が必要とする支援システムについて、本市職員

が聴取、開発することとしておりまして、経費

を必要 小限に抑えつつ負担軽減を図ることと

しております。 

 財源につきましては、表の特定財源、国県支

出金のところ、５３４万３０００円となってお

りますけれども、まず、県の園務改善のための

ＩＣＴ化支援事業補助金から事業費の４分の

３、４００万７０００円を予定しております。

残り１３３万６０００円は、国の新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を予定し

ております。 

 以上が、補正予算・第１１号の教育部所管の

内容でございます。御審議よろしくお願いいた

します。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 園務システムを職員

でつくるというふうなことで、すごいなと思う

んですけど、具体的に、どれだけ必要な機能を

選定されて、どういうふうにつくるかという

初の段階が一番大事かなというふうに思うんで

すけど、その辺のヒアリングだとか、実際に配

置する期間、工程だとか、ちょっとどのくらい

決まっているのか分かりませんけど、説明して

ください。 

○教育政策課ＩＣＴ教育推進係長（松田昭男

君） 教育政策課、松田でございます。委員お

尋ねの件についてお答えいたします。 

 現在、幼稚園のほうで園務システムの準備の

ほうを進めておりますが、園のほうでは、園日

誌や保健日誌、出席簿、健康診断表、指導要録

など、それぞれエクセルであったりワードであ

ったり紙で処理をされていたりというふうに、

ばらばらで処理をされているという現状のほう

をお伺いしております。 



 

－18－

 そのため、それらのデータを一元的に管理し

て、共通する項目をどこでもどの帳票でも見れ

るように等々、こちらの職員のほうで聞き取り

いたしまして、対応するシステムのほうを構築

してまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（橋本徳一郎君） 今聞かれた内容の中

で、具体的にどういうシステムを盛り込むとい

うのはありますか。今、日誌だとか健康管理だ

とか出欠だとかいうふうなのは言われてたです

けど、全般的にそういう形で、全てもう聞き終

えたということでよろしいですか。 

○教育政策課ＩＣＴ教育推進係長（松田昭男

君） 委員お尋ねの件についてお答えいたしま

す。 

 現在ヒアリングと必要なデータの、こちら側

の提供を受けるというような形で、大体のシス

テム化についてのめどは立っているところでご

ざいます。統合型システムという言い方をよく

いたしますけども、１つの入り口でいろんな機

能を使える、そういったシステムを目指してつ

くっていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。ほかあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） システムの制作とい

うのはすごいことだなというふうに思うんで

す。ただ、割と開発者の考え方なんかも結構、

反映されやすくなるものですから、人が変わっ

たりだとか担当が変わったりだとかすることも

よくあることだと思うので、そういう場合のマ

ニュアルだとかの整備なども必要かなと思いま

すので、しっかりその辺、つくり込んでいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１８号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１１号中、当委員会関係分につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２７分 本会） 

◎議案第９１号・令和４年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第１号 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９１号・令和４年度八代市国民

健康保険特別会計補正予算・第１号について、

健康福祉部から説明願います。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）国保ねんきん課の西田でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。座っ

て説明させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 議

案第９１号・令和４年度八代市国民健康保険特

別会計補正予算・第１号について説明させてい

ただきます。 

 今回の補正予算における人件費の補正内容に

つきましては、先ほどまでの説明と同様、人事

院勧告に伴う給与改定によるものをはじめ、人

事異動等に伴う給料、諸手当の増減、育児休業
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による影響や市町村職員共済組合の負担金の率

改定等の影響による人件費の増減額を補正する

ものでございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ１５０８万円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１７１億５７３８万７

０００円といたしております。 

 また、第２条において、債務負担行為の追加

を行っております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表・歳入歳出予算補正の下の表、歳出で

ございますが、款１・総務費、項１・総務管理

費で１５０８万円減額補正し、補正後の予算額

を１億７９４４万４０００円としております。 

 また、上の表、歳入につきましては、款４・

繰入金、項１・一般会計繰入金で、歳出と同額

の１５０８万円の減額を計上し、補正後の予算

額を１４億５６４１万１０００円としておりま

す。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 第２表・債務負担行為の補正の表でございま

す。１項目めの診療報酬明細書点検整理等業務

委託は、医療機関から熊本県国民健康保険団体

連合会を通して請求される診療報酬明細書の点

検委託に係る経費で、期間を令和４年度から令

和５年度とし、限度額を、各点検項目の単価に

取扱い件数を乗じて得た額に消費税及び地方消

費税の額を加算した額としております。 

 次の国民健康保険証作成経費は、保険証の印

刷に係る経費で、期間を令和４年度から令和５

年度とし、限度額を３１９万円としておりま

す。 

 いずれも令和５年度当初から履行を開始する

もので、予算執行の事前準備として、新年度開

始前に契約締結を行う必要がありますので、債

務負担行為の設定を行うものでございます。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 下の表の款１・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費で、職員１８人分の人件費の

補正として１５０８万円の減額を計上しており

ます。減額の理由としましては、人事異動等に

伴う給料、諸手当や職員１人の育児休業による

減額等が、給与改定に伴う増額よりも大きいこ

とが主なものでございます。 

 また、歳入につきましては、上の表の款４・

繰入金、項１・一般会計繰入金、目１・一般会

計繰入金で歳出と同額の１５０８万円の減額を

計上しております。 

 以上で、議案第９１号・令和４年度八代市国

民健康保険特別会計補正予算・第１号の説明を

終わります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようです。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第９１号・令和４年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第１号については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９２号・令和４年度八代市後期高齢者

医療特別会計補正予算・第１号 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第９２
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号・令和４年度八代市後期高齢者医療特別会計

補正予算・第１号について、健康福祉部から説

明願います。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 国

保ねんきん課、西田でございます。引き続きよ

ろしくお願いいたします。座って説明させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○理事兼国保ねんきん課長（西田裕一君） 議

案第９２号・令和４年度八代市後期高齢者医療

特別会計補正予算・第１号について説明させて

いただきます。 

 今回の補正予算につきましては、国民健康保

険特別会計と同様に、人件費の増減額を補正す

るものでございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ７４３万９０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ２１億６０６５万

３０００円といたしております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表・歳入歳出予算補正の下の表、歳出で

ございますが、款１・総務費、項１・総務管理

費で７４３万９０００円を増額し、補正後の予

算額を８０４７万８０００円としております。 

 また、上の表、歳入につきましては、款３・

繰入金、項１・一般会計繰入金で、歳出と同額

の７４３万９０００円の増額を計上し、補正後

の予算額を６億８１７３万４０００円としてお

ります。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 下の表の、款１・総務費、項１・総務管理

費、目１・一般管理費で、職員８人分の人件費

の補正として７４３万９０００円の増額をお願

いしております。増額の理由としましては、人

事異動等に伴う給料、諸手当の増加や給与改定

による手当等の増加が主なものでございます。 

 また、歳入につきましては、上の表の款３・

繰入金、項１・一般会計繰入金、目１・事務費

繰入金に、歳出と同額の７４３万９０００円の

増額を計上しております。 

 以上で、議案第９２号・令和４年度八代市後

期高齢者医療特別会計補正予算・第１号の説明

を終わります。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９２号・令和４年度八代市後期高齢者

医療特別会計補正予算・第１号については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時３６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３７分 本会） 

◎議案第９３号・令和４年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第１号 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９３号・令和４年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第１号について、健康

福祉部から説明願います。 

○介護保険課長（中村光宏君） おはようござ
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います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）介護保険課の中村でございます。それで

は、座りまして説明をさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○介護保険課長（中村光宏君） 議案第９３

号・令和４年度八代市介護保険特別会計補正予

算・第１号を使って御説明をいたします。 

 なお、人件費につきましては、ほかの特別会

計と同様の影響による増減額を補正するもので

ございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 第１条におきまして、歳入歳出それぞれ１７

５５万７０００円を追加し、補正後の歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１５１億７８８

０万５０００円としております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表・歳入歳出補正予算の下段の表、歳出

でございますが、款１・総務費、項１・総務管

理費で１５４６万１０００円を減額し、補正後

の予算総額を２億２５９万４０００円とし、款

５・諸支出金、項１・償還金及び還付加算金で

３３０１万８０００円を増額し、補正後の予算

額を３６１６万３０００円としております。 

 また、上段の表、歳入につきましては、款

８・繰入金、項１・一般会計繰入金で１５４６

万１０００円を減額し、補正後の予算額を２４

億５４２６万４０００円とし、款９・繰越金、

項１・繰越金で３３０１万８０００円を増額

し、補正後の予算額を３３０１万９０００円と

しております。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 まず、上段の表、款１・総務費、項１・総務

管理費、目１・一般管理費において、職員３１

人分の補正として、給料、職員手当等、共済費

を合わせまして１５４６万１０００円を減額し

ております。減額の理由は、人事異動に伴う給

料、諸手当や職員１名の育児休業による減額が

給与改定等に伴う増額よりも大きいため、減額

となったものでございます。 

 続きまして、下段の表、款５・諸支出金、項

１・償還金及び還付加算金、目１・償還金及び

還付加算金に３３０１万８０００円を計上して

おります。これは、国県等償還金事業におい

て、過年度の介護給付費及び地域支援事業の確

定に伴い、超過交付となりました負担金及び交

付金について国及び県へ返還するものでござい

ます。 

 また、歳入につきましては、５ページ上段の

表、款８・繰入金、項１・一般会計繰入金、目

１・一般会計繰入金及び下段の表、款９・繰越

金、項１・繰越金、目１・繰越金でそれぞれ歳

出と同額を計上しております。 

 以上で、議案第９３号・令和４年度八代市介

護保険特別会計補正予算・第１号の説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 償還金事業のところ

で、内訳が、説明の中でですね、令和元年度分

が２３万９０００円となってるんです。これは

どういうことでしょうか。 

○介護保険課長（中村光宏君） ただいまの橋

本委員の御質問ですけれども、内訳として令和

元年度分の返還分という形で２３万９０００円

ほどありますけれども、これにつきましては、

昨年度、県のほうで会計検査が入った際に、市

のほうで支給していました給付費で収入報告に

計上漏れっていいますか、があったやつをです

ね、返還するという形になっております。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９３号・令和４年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第１号については、原案のと

おりに決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１１時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４５分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 なお、執行部のほうより訂正の報告をしたい

ということでございますので、認めます。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（福

本桂三君） 健康福祉部の福本です。 

 先ほど、議案第９０号・八代市一般会計補正

予算・第１０号の説明の中で、介護基盤緊急整

備特別対策事業の説明の中で、社会福祉法人川

岳福祉会が坂本で運営する地域密着型特養坂本

の里、一灯苑と申し上げましたけれども、訂正

させていただきます。地域密着型特養が誤りで

ございまして、正しくは特別養護老人ホームで

ございます。訂正方、よろしくお願いします。 

                              

◎議案第９６号・令和４年度八代市診療所特別

会計補正予算・第１号 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第９６

号・令和４年度八代市診療所特別会計補正予

算・第１号について、健康福祉部から説明を願

います。 

○理事兼健康福祉政策課長（梅野展文君） 皆

様、お疲れさまでございます。健康福祉部の梅

野でございます。着座にて御説明をさせていた

だきます。 

 それでは、議案第９６号・令和４年度八代市

診療所特別会計補正予算・第１号につきまして

御説明を申し上げます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ８２万４０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７１１３万８００

０円といたしております。 

 また、第２条で債務負担行為の設定を行うこ

とといたしております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表・歳入歳出予算補正の下段の表、歳出

でございますが、款１・総務費、項１・総務管

理費で、先ほどの補正額８２万４０００円を追

加し、補正後の総額を６９５７万４０００円と

しております。 

 また、上段の表の歳入につきましては、款

６・諸収入、項１・雑入で歳出と同額の８２万

４０００円を追加し、補正後の総額を８３万８

０００円といたしております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第２表・債務負担行為で、椎原診療所医療事

務業務委託に要する経費につきまして、来年度

にかけ限度額を８０万円として債務負担行為を

設定いたしております。これは、泉町にござい

ます椎原診療所において、保険診療報酬の請求

に係る医療事務を民間業者に委託いたしており

ますが、令和５年度予算で契約するに当たり、

４月１日の事業開始前に契約相手方の決定等の

事前準備が必要となることから、債務負担行為

を設定するものでございます。 

 限度額につきましては、単価契約となります

ことから、１件当たりの単価に件数を乗じて得

た額に消費税及び地方消費税を加算した額を８

０万円と見積り、限度額といたしております。 
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 それでは、歳出予算の具体的内容につきまし

て御説明をいたします。 

 ページ飛びまして、６ページをお願いいたし

ます。 

 下段の表、款１・総務費、項１・総務管理

費、目１・一般管理費で、補正額８２万４００

０円の増額を計上いたしております。理由とい

たしましては、来年４月から医療機関等への導

入が原則として義務づけられております、マイ

ナンバーカードを使ったオンラインによる健康

保険の資格確認に対応したシステムの導入のた

め、泉町の椎原診療所と下岳診療所の２か所に

必要な機器類の設置を行うものでございます。 

 オンライン資格確認とは、患者がマイナンバ

ーカード認証端末にかざすことで、健康保険の

新の資格状況がリアルタイムで確認できるよ

うになるものでございます。 

 また、患者の同意の下、薬剤や特定健診など

の情報も閲覧できるようになり、より適切な医

療の提供につながるものと考えております。 

 なお、歳入につきましては、同じく６ページ

の上段の表、款６・諸収入、項１、目１、雑入

で歳出と同額の８２万４０００円を計上いたし

ておりますが、来年３月までの接続により、社

会保険診療報酬支払基金から全額が交付される

こととなっております。 

 以上で、議案第９６号・令和４年度八代市診

療所特別会計補正予算・第１号の説明を終わり

ます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 債務負担行為の限度額

の計上の仕方ですけど、国民健康保険の特別会

計の計上の仕方と、ちょっと、文言で書いてあ

る部分と数字で書いてある部分というふうにあ

りますので、私、どちらかに統一されていいん

じゃないかなというふうに思いますので、その

点、意見として申し上げておきたいと思いま

す。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９６号・令和４年度八代市診療所特別

会計補正予算・第１号については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午前１１時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５２分 本会） 

◎議案第１１７号・八代市立博物館未来の森ミ

ュージアム条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第１１７号・八代市立博物館未来の森ミ

ュージアム条例の一部改正についてを議題と

し、説明を求めます。 

○理事兼博物館未来の森ミュージアム副館長

（松村哲治君） 博物館の松村でございます。

どうぞよろしくお願いします。着座にて説明さ

せていただきます。 

 それでは、議案第１１７号・八代市立博物館

未来の森ミュージアム条例の一部改正について

御説明いたします。 

 議案書６７ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正につきましては、令和５年４

月１日に施行いたします博物館法の一部改正に
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伴いまして、法の条項を引用しております部分

の整理を行うものでございます。 

 別途お配りしております資料、新旧対照表を

お願いいたします。 

 八代市立博物館未来の森ミュージアム条例第

１９条第１項中、博物館法の条項を引用してい

る部分、第２０条第１項を第２３条第１項に、

法の改正に合わせて改めるものです。 

 なお、条例施行日は令和５年４月１日でござ

います。 

 以上で、議案第１１７号・八代市立博物館未

来の森ミュージアム条例の一部改正について、

御説明を終わります。御審議のほどよろしくお

願いします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１７号・八代市立博物館未来の森ミ

ュージアム条例の一部改正は、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退室ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（中村和美君） 次に、本委員会に付

託となっている請願・陳情はありませんが、郵

送等にて届いております要望書等については、

タブレット端末にて御確認を願います。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 その後執行部からの報告がありますので、１

０分後と、トイレ休憩させてもらいたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 執行部入室のため、小会いたします。 

（午前１１時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０１分 本会） 

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（市立河俣保育園の民営化の進捗状況について） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸

問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の調

査、以上の２件です。このうち、保健・福祉に

関する諸問題の調査に関連して１件、執行部か

ら発言の申出があっておりますので、これを許

します。 

 それではまず、市立河俣保育園の民営化の進

捗状況について説明を願います。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 改めまし

て、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）こども未来課の辻田です。 

 八代市立河俣保育園の民営化の進捗状況につ

いて、着座にて御説明させていただきます。 

 ９月の文教福祉委員会において、東陽まちづ

くり協議会からの要望書提出を受け、保護者及

び東陽まちづくり協議会と協議を行い、スピー

ド感を持って民営化について対応することを御

報告させていただいております。 
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 本日は、その後の進捗状況について、移管先

決定と今後のスケジュールを御説明させていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お配りしております資料を御覧く

ださい。 

 その後の経過でございますが、移管先候補者

を公平かつ公正に選定していただくための機関

として、八代市立河俣保育園民間移管先候補者

選定委員会を９月３０日に設置しております。 

 移管先の候補者としては、東陽まちづくり協

議会からの要望により民営化の検討を開始した

こと、東陽まちづくり協議会が、東陽地域の放

課後児童クラブの運営などの実績を持ってお

り、地域や保護者のニーズを的確に捉えた特色

ある保育が期待できること、保護者が東陽まち

づくり協議会による保育園運営を希望している

ことなどのことから、非公募とし、東陽まちづ

くり協議会のみを候補者とさせていただきまし

た。 

 選定委員会では、東陽まちづくり協議会が将

来にわたって良質な保育サービスを提供できる

ものとなり得るのか、御審議いただくこととし

ました。 

 委員には、学識経験者１名、経営管理識見者

１名、河俣保育園保護者代表３名、市関係者３

名、合計８名を委嘱し、１０月２５日に候補者

選定委員会を開催しております。 

 選定委員会においては、保育や財務に関する

専門的な部分及び保護者の視点から、まず事前

に東陽まちづくり協議会から提出された書類を

審査していただいた上で、当日プレゼンテーシ

ョン、質疑応答による審査を行っていただきま

した。 

 財務会計に関する事項に関すること、御意見

といたしましては、放課後児童クラブの決算の

状況からみても、現実的な計画がなされている

ため、おおむね良好な経営計画となっていると

の御意見をいただいております。 

 その審査結果において、東陽まちづくり協議

会の得点が合計の６割以上という基準点を超え

たため、移管先の候補者として選定されまし

た。 

 この委員会の選定結果を受け、市では、東陽

まちづくり協議会を河俣保育園の移管先に選定

したところです。 

 また、保育園の名称は移管後も変更を行わ

ず、河俣保育園とすることとなっております。 

 なお、東陽まちづくり協議会の下部組織とし

て、河俣保育園と放課後児童クラブの運営を担

うＮＰＯ法人を設立して、実際の保育園運営を

行う予定と聞いております。現在、ＮＰＯ法人

の申請を行っておられ、１２月中には設立見込

みとなっております。 

 これにより、 終的な保育園の移管先として

は、ＮＰＯ法人東陽まちづくり協議会子育て支

援ネットワークとなる予定で、理事長は、東陽

まちづくり協議会の代表である後村会長が務め

られることになっています。 

 次に、今後のスケジュールについて御説明い

たします。 

 １０月の移管先の決定後、東陽まちづくり協

議会においては、先ほど申し上げましたＮＰＯ

法人の設立申請及び県の保育園認可の事前協議

を行われています。 

 また、現在子供たちの保育を行っておられる

河俣保育園の会計年度任用職員の先生方に対し

職員説明会を行われており、今週個別面談を行

われると伺っております。 

 先週土曜日に河俣保育園の生活発表会があり

ましたが、その際にも東陽まちづくり協議会か

ら見学に行かれ、保護者の方とのお話をされて

いるところです。 

 今後、必要に応じ、随時、保護者、東陽まち

づくり協議会、市の３者協議会を開催し、移管

に必要な協議を行ってまいります。 

 また、円滑な移管を行うために、今後、現在



 

－26－

の河俣保育園と移管先の保育士による共同保育

を行うこととしております。引継ぎを確実に実

施し、保護者や入所児童の不安の解消、保育内

容の継承等に努めていただくこととしておりま

す。 

 また、先ほど補正予算において承認していた

だいたところですが、必要な設備の改修を速や

かに行いたいと考えております。 

 法人の設立後、３月定例会において、河俣保

育園の建物の無償譲渡及び八代市立保育園の設

置及び管理に関する条例の別表から八代市立河

俣保育園を削る条例案を提案させていただきた

いと考えておりますので、その際にはどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 来年４月から民営化後の新たな河俣保育園が

開園いたしますが、その後も保護者や地域の皆

様と共に、移管に当たっての条件が守られてい

るかを確認し、今後も指導・助言していくこと

としております。 

 １人１人の子供を大切にした地域の子供たち

の保育を地域で支え、地域と密着した保育園運

営が継続して行われるよう事業を進めてまいり

ますので、今後ともどうぞよろしくお願いいた

します。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 本件について、何か

質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 先ほどちょっとお伺

いしましたけど、私はどうしてもですね、事故

とかですね、不祥事が起きたときに、今テレビ

でよくあっていますね、ああいうときの映像が

頭をよぎるわけですよね。経営をですね、新し

くまちづくり協議会の代表者の方がされるとい

うことでありますけど、そういう重大な責任問

題が出てくるわけですよね。その辺の市として

の説明とか、そこら辺はどういうふうな説明を

されているのか、要は責任を負うと、全ての責

任を負うという部分に関して説明をされている

のかというところと、あと、管理監督をです

ね、例えば、八代市でそのままで指定管理とい

う手もあるんじゃないかなというふうに後で思

ったんですよね。そこら辺は考えられられなか

ったのか、その２点をちょっとお聞きしたいと

いうふうに思います。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 保育の実施

主体は市になりますが、ほかの私立の保育園さ

んと同様に、実際に運営は私立保育園さんのほ

うになります。それで、そちらのほうの責任が

あるということについては、提案をいただく前

に御説明を差し上げておりますし、今現在、県

との事前協議をされておりますけれども、その

中でも御説明をしているところです。 

 あともう１点、指定管理を検討しなかったか

ということに関しましては、１つ目は、まず東

陽まちづくり協議会さんが運営を希望されてい

たということと、それと、指定管理となります

と市のほうの経費の削減といったメリットがあ

まり見込めないということで、そこは今回の検

討からは外しております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（中山諭扶哉君） やっぱり、私はリス

クを分散するというか、１人に責任を負わせ過

ぎると、何かあったときに、責任を負い過ぎて

ちょっと大変な状況にならんかなという心配を

したというところでございます。 

 先方さんが理解されているということで、受

け取りたいというふうに思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） これは、もう以前から

民営化という一つの方向の中で、純然たる昔、

民営化の方向で行政が動いたとき、大変な反対

があったと。今回については、それがやっぱり

地域住民の一つの、子供たちは地域で見よう育

てようというそういう思いの中で、このまちづ

くり協議会そしてその周辺の保護者、スタッフ
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の皆さんが、この地域の保育園の在り方という

のは、やはり地域で育てようと、そういう思い

の中で今回出てきたわけなんですね。私も後で

知ったんですが。 

 今回については、中山委員については、スタ

ッフの皆さんが未熟なために心配だという、恐

らくそういう思いがあった……。 

○委員（中山諭扶哉君） そういうんではな

い。 

○委員（橋本幸一君） いやいや、じゃないか

なって。それはちゃんとした、やっぱりほら経

験者が、それについての中におって、行政は行

政としての役割、民間の今回のまちづく協議会

のＮＰＯ法人としては役割をちゃんと守りなが

ら今回運営をやっていくっちゅうことは、これ

からの僻地の保育園の子供たちをどういう体系

で保育していくかという、やっぱりモデル的な

ですね、この前も言ったけど、ケースになると

思うんですね。 

 ぜひとも行政から、――なかなか、この財政

難の中で保育園の事業は、少子化の中で運営で

きないというケースは、全くこのケースが一番

私は理想的と思うんですね。だから、ぜひ、さ

っきも言ったけど、２年か３年、その間しっか

り行政側としての役割を見ていただくという、

そこを私はやっていけば必ず成功すると思いま

す。 

 私も、その後、皆さんから話を聞けば、放課

後児童クラブよりかさらに強い思いで、今回の

保育園の民営は意気込みを持っておられるか

ら、そこはしっかり見ていく必要があると思い

ますので、そこはよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 今、共同保育という

ふうなことでされているということですけど、

結局保育士とか保育体制が変更になるからとい

うことですよね。 

 それで、実際、民営化された際に、保育体制

の違いによっていろいろトラブルだとかないよ

うな形でしていただきたいなと思うんです。 

 園児にとっても、保護者にとっても、保護者

のほうは意見をいろいろ言われるでしょうけ

ど、しっかり体制を取ってということでお願い

したいと思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ３つ確認、お尋ねなっ

とですけど、無償譲渡ということなんですけ

ど、資産評価額というのはどれぐらいあったの

かということと、河俣保育園は年間維持管理費

用としてどれぐらいかかっていたのか、あと、

譲渡ということですので、今後の行政負担はな

いということで確認させていただいてよろしい

のかというところを、３点、お願いします。 

○こども未来課長（辻田美樹君） まず１点目

の建物の評価額は、資産税課に評価を依頼しま

して、木造平屋建てで２５年を経過しておりま

して、評価額が４３４万円ということで回答が

来ております。 

 あと、２点目の年間の維持の金額なんです

が、令和３年度において約７００万、すいませ

ん、物件費として７００万、令和３年度、経費

がかかっております。 

 また、３点目の今後の譲渡後の市の負担とい

うのは、ないというところで考えております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 今回、４３０万の予算

が含まれておるんですが、今言われたように２

５年経過すれば建物はどうにか見かけ上はいい

んですが、やはり備品関係が、非常にやっぱり

更新の時期にも来ている可能性があるんです

が、内容を見てみればあんまり更新されてない

ような状況で、その辺についての対応というの

は、どのような方法があるのか、その辺ちょっ
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と。いわゆる措置費が今度はそっちになるわけ

でしょ、民間のほうにですね。 

 それと、財政的に幾らぐらい、結局、市の負

担が減るのか、その辺も含めて。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 今回補正予

算で上げさせていただきましたのは、建物の中

の設備、エアコンですとか非常用の照明ですと

か、安定的な、必要な改修というところをさせ

ていただきました。今後、備品の購入ですと

か、民営化後の修繕とかにつきましては、私立

保育園のほうの給付費等の中でやっていただく

ことにはなります。 

 あと、もう一つお尋ねいただきました財政負

担の減少なんですが、河俣保育園で今現在働い

ておられる会計年度の職員の先生方の人件費及

び先ほど申し上げた物件費、合わせて約２００

０万程度は減るということで考えております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 備品関係の新たな更新

というのは、結局、国の措置費とかその辺の部

分でも対応できるということで理解してよろし

いんですか。 

○こども未来課長（辻田美樹君） 給付費の中

で対応が可能と考えております。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、市立河俣

保育園の民営化の進捗状況についてを終了しま

す。 

 執行部は御退室ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（中村和美君） そのほか、当委員会

の所管事務調査について何かありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） できればですね、河

俣保育園の管内調査をさせていただければ助か

ります。 

○委員長（中村和美君） 移管後、移管前。 

○委員（中山諭扶哉君） 前。 

○委員長（中村和美君） 移管前に。分かりま

した。執行部、担当と打合せをして、御連絡申

し上げます。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ほか、ありません

ね。 

 以上で、所管事務調査２件についての調査を

終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 後に、本委員会の管外視察について協議の

ため、小会いたします。 

（午後０時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時２１分 本会） 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に戻

し、再開いたします。 

 それでは、本委員会の派遣承認要求の件につ

いてお諮りいたします。 

 本委員会は、令和５年１月１７日から１９日

までの３日間、大阪府枚方市、松原市、大東市

へ、教育に関する諸問題の調査、保健・福祉に

関する諸問題の調査のため、管外行政視察を行

うこととし、議長宛て派遣承認要求の手続を取

らせていただきたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた
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しました。 

 これをもって文教福祉委員会を散会いたしま

す。 

（午後０時２２分 閉会） 
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